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1．津波監視カメラ 

【規制基準における要求事項等】 

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の機

能を確実に確保するために、津波監視設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

   敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備として、津波監視カメラは入

力津波の影響を受けない位置に設置する。    

  

【検討結果】 

   津波監視設備として、津波監視カメラを設置し監視する設計としている。 

   なお、本設備は、地震発生後、津波が発生した場合、その影響を俯瞰的

に把握するため設置する。 

 

(1) 設置位置 

津波監視カメラは、津波襲来を監視できる位置とし、図 5-1に示すとおり、

原子炉格納施設 T.P.+79.8m（移設）及び海水ポンプ室床面上の T.P.+10.0m

（既設）の高さに設置する。津波監視カメラは、津波の影響（波力、漂流物

の衝突等）を受けない場所に設置するため、津波監視機能が十分に保持でき

る。 

 

(2) 仕様 

 津波監視カメラは、取水路側からの津波の襲来・遡上状況を監視できるも

のとして 2台設置し、暗視機能等を有し、中央制御室から監視可能である。
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図 5-1 津波監視カメラ配置図 

＜凡例＞ 

：津波監視カメラ（既設）          ：津波監視カメラ（移設） 

1,2号タービン建屋3,4号タービン建屋 

1号原子炉2号原子炉3号原子炉4号原子炉 

若狭湾

津波監視カメラ 
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【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）に対して、

影響を受けにくい位置への設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、入力津波

に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

津波監視設備である津波監視カメラは、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）

に対して影響を受けない位置へ設置し、入力津波に対して津波監視機能が十分

に保持できる設計とする。 

 

【検討結果】 

津波監視カメラの津波監視機能が十分に保持できる設置位置とし、以下のと

おり設置する。 

 

○津波監視カメラ 

原子炉格納施設 T.P.+79.8m（移設） 

 （監視目的：防波堤沖の入力津波の監視） 

海水ポンプ室床面上 T.P.+10.0m（既設） 

 （監視目的：取水路からの入力津波及び海水ポンプ室周辺敷地の津波遡

上の状況を監視） 

 

津波監視カメラは、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）を受けない場所に

設置するため、津波監視機能が十分に保持できる。 

 

（１）津波監視カメラ 

 ａ．仕様 

津波監視カメラは、津波の襲来状況等をリアルタイムかつ継続的に把握

するため、暗視機能等を有するカメラを２台設置する。監視範囲は図 5-2

に示すとおり、取水路側を撮影可能であり、画像は中央制御室に設置した

監視モニタに表示し、連続的に監視できる設計としている。 

津波監視カメラ本体及び監視設備の電源は、非常用所内電源から受電し、

全交流動力電源喪失時においても監視が継続可能とする。 

 

ｂ．設備構成 

   津波監視カメラ（一部既設）は、カメラ本体、カメラを設置する架台

（鉄柱含む）、監視モニタ、電線管等から構成されている。 
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図 5-2 津波監視カメラ設備構成 

 

 

 

原子炉格納施設 T.P.+79.8m（移設） 

監視モニタ（映像サンプル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室 T.P.+21.8m（既設） 

電線管 

 

海水ポンプ室床面上 T.P.+10.0m（既設） 

津波監視カメラ本体 

T.P.+79.8m 

原子炉格納施設 

津波監視カメラ架台 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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  ｃ．構造・強度評価及び機能保持評価 

  ○構造・強度の評価対象 

・津波監視カメラ用架台 

・電線管 

 

○評価方法 

   ・構造・強度の評価 

津波監視カメラ用架台、電線管について、基準地震動 Ssに対して

地震時に要求される機能を喪失しないことを確認する。 

また、電線管については、電線管布設においてもっとも厳しい条

件にあるモデルにて評価し、実際はこのモデルに包絡される条件で

施工することで、耐震性を確保する。 

 

○評価荷重 

・固定荷重 

自重のみ考慮する。 

・地震荷重 

設計用地震力は、基準地震動 Ssによる地震力を使用する。 

・津波荷重 

   津波の影響を受けない位置に設置しているため、考慮しない。 

・積雪荷重 

屋外に設置している架台、電線管について、建築基準法に基づき、

1mの積雪を考慮する。 

・風荷重 

  ⅰ）竜巻 

過去に発生した竜巻やハザード曲線による最大風速を考慮し、

設計竜巻 92m/sに対して評価に用いる風速を 100m/sとし、当該

設備が風荷重を受けた場合においても継続監視可能であること

を確認する。 

  ⅱ）竜巻以外 

過去の記録等を考慮し、風速を 51.9m/s 規模の荷重に関して

も、機器架台、電線管について、風荷重が加わった場合におい

ても、継続監視可能であることを確認する。 

   なお、風荷重の組合せについては、荷重の性質を考慮し、建築

基準法に定める荷重を設定する。 
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・漂流物荷重 

漂流物の影響を受けない位置に設置しているため、考慮しない。 

・荷重の組み合わせ 

津波監視カメラの設計においては以下のとおり、常時荷重及び地震

荷重を適切に組み合わせて設計を行う。（津波荷重は考慮不要である

ため、常時荷重＋余震荷重の組み合わせは、常時荷重＋地震荷重に包

含される。） 

① 常時荷重＋地震荷重 

また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

 

○機能保持の評価対象 

・津波監視カメラ 

 

○評価方法 

   ・機能保持の評価 

機能保持の評価対象については、加振試験において、津波監視カ

メラの電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度に対し、

取付箇所の最大応答加速度が下回っていることを確認する。 

 

・耐水性 

降雨に対しては、防水性能は「IPX4」（波浪または、いかなる方向

からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない性能）以上の設計で

あることを確認する。 
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2．津波監視カメラ（1号炉原子炉補助建屋壁に設置）の移設について 

津波監視設備である津波監視カメラのうち、1 号炉原子炉補助建屋壁面

T.P.+38.3m の高さに設置されている津波監視カメラは、緊急時対策所の移

設に伴い、給電元である緊急時対策所用電源（電源車）を運用停止すること

から、現状の位置で今後も運用する場合、電源車起動要員の追加配備等の運

用上の制約があり、また大飯 1,2号炉の廃止により将来的には現状の位置か

らの変更が必要であるため、3号炉原子炉格納施設 T.P.+79.8mへ移設する。

なお、表 5-1のとおり、津波監視カメラを移設しても、監視性能、視野範囲、

構造強度及び電源に係る機能に問題がないことを確認している。 

また、津波監視カメラの移設前後における視野範囲イメージを図 5-3に示

す。設置許可基準規則の解釈 別記３（津波による損傷の防止）では、「津波

監視設備による津波の襲来状況の把握」が要求事項として明記されている。

津波監視カメラの移設前後にかかわらず、海水取水口の防波堤周辺を監視可

能であり、「津波の襲来状況の把握」に問題ないことを確認している。 

なお、今回申請において、緊急時対策所の移設に伴い津波監視カメラの設

置位置や視野範囲が変更された。既工認では、浸水防護施設の基本設計方針

に津波監視設備の設計を記載していることから、浸水防護施設の基本設計方

針において今回の変更点を以下のとおり明確化する。 

 

「津波監視カメラのうち、１号機原子炉補助建屋壁面 T.P.+38.3m の高さ

に設置している津波監視カメラについては、緊急時対策所の移設に伴い位置

変更するため、3 号機原子炉格納施設 T.P.+79.8m の高さに設置する津波監

視カメラにより津波の襲来状況を監視できる設計とする。」 
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ラ
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①
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発

電
機
等

)
か
ら
受

電
 

非
常
用
所
内
電
源
設
備
か
ら

給
電
す
る
設
計
 

基
準
要
求
・
基
本
設
計
方
針

を
満
足
し
た
電
源
設
計
で

あ
る
こ
と
を
確
認
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移
設
前
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
移
設
後
 

 

図
5
-
3
 
津
波
監
視
カ
メ
ラ
 
視
野
範
囲
イ
メ
ー
ジ
図
（
移
設
前
後
）
 

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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